
令和７年度一般会計歳出第６款２項２目市立保育・教育施設運営費

節細節細々節:1218900000　委託料／その他業務委託料／その他業務委託料

委託担当

連絡先 　こども青少年局 担当者名

　保育・教育支援課 市立保育所係 電　　　話

１

（ ）

２ 瀬谷、旭、磯子、金沢、栄、泉、南、港南、戸塚、保土ケ谷区

施設所在区を上記とする横浜市立保育所（27園）

「横浜市立保育所一覧」（別表１）参照

３ ■期間　契約締結した日から令和８年３月31日まで

４ ■確定契約 □概算契約

５ なし

　

６ ■不要

□ 要 （　月　日　時　分　場所 ）

７

種　 目　 番　 号
受
付

番
号

美和

671-2396

設　　　　　　　　計　　　　　　　書

委 託 名 市立保育所における建物調査業務委託（南部）

履 行 場 所

履 行 期 間
又 は 期 限 □期限　　　年　　月　　日まで

瀬谷、旭、磯子、金沢、栄、泉、南、港南、戸塚、保土ケ谷区

契 約 区 分

そ の 他
特 約 事 項

現 場 説 明

委 託 概 要 別添仕様書のとおり



８ 部　分　払

□ す　る（　回以内） 

■ しない　　　　 

履行予定月
数　量

（概算数量）
単　位 単  価

¥.-

　消費税及び地方消費税相当額

¥.-

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

委 託 代 金 額

¥.-

内　訳 業 務 価 格

部　分　払　の　基　準

業　務　内　容
金　   額

（概算金額）



内訳書

名　称 形状寸法等 数　量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要

27 園

計

消費税及び地方消費税相当額

委託代金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を(　)で囲む。

調査費



仕 様 書 

 

１  件名  

  市立保育所における建物調査業務委託（南部） 

 

２ 適用範囲 

本仕様書は、横浜市（以下「発注者」という）が業務委託する「市立保育所における建物調査

業務委託（南部）（以下「本業務」という。）」に必要な事項を定めるものとし、受託者は、当

該仕様書に基づき業務を行うこと。 

 

３  目的  

本業務は、横浜市市立保育所の将来的な建て替えに向けて、建て替え時の課題の有無及び内容を

基本設計の実施前に整理、把握することを目的として、調査及び報告書の作成を委託により実施す

る。 

 

４ 準拠法令等 

本業務は、本仕様書によるほか、各種法令等を遵守し作業を進めるものとする。なお、関連図書

や手引き等については有効に活用すること。 

 

５ 調査対象園 

施設所在区を下記とする横浜市立保育所（27 園） 

瀬谷、旭、磯子、金沢、栄、泉、南、港南、戸塚、保土ケ谷区 

「横浜市立保育所一覧」（別表１）参照 

 

６  履行期限 

契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

 

７  納入場所 

  横浜市こども青少年局保育・教育支援課 

 

８ 計画準備・資料収集整理 

受託者は、本業務開始時に作業実施計画の立案並びに作業実施における人員配置・工程計画な

どを立案し発注者の承認を得ること。 

 

９ 調査項目 

(1) 敷地条件調査 

地積、地目、接道条件、上下水道等の接続、擁壁、隣地、地形、工作物等を把握するため、

現地調査にて実際の接道状況や高低差等を確認し、現地写真を撮影すること。 

(2) 関連法令調査 

都市計画法、建築基準法、災害対策関連、その他関係条例について網羅的に調査すること。

整理する項目は主に以下を想定する。 

ア 根拠法令 

イ 指定される区域・地域・地区 

ウ 制限内容 

(3) 建替え時の課題の整理 

(1)、(2)の調査を踏まえ、各保育所が現在の敷地において、同規模の建替えを行うことを想

定した際の課題について、敷地の現状、関連法令を踏まえ整理すること。 

 



10 報告書作成・成果品取りまとめ 

受託者は、業務報告書として、「９ 調査項目」各項目の内容が網羅された報告書を作成するこ

と。業務報告書については、資料１を参考にすること。 

 

11  履行体制（入札参加資格） 

  本業務は、保育施設の建て替えに向けた敷地調査を対象とするものであり、各種法令に基づく

高度な技術的検討が求められるため、履行体制については以下の通りとする。 

(1) 当該業務に従事する技術者のうち、１名以上が１級建築士の資格を有していること。 

(2) １級建築士は、調査内容の確認・報告書の作成に関与すること。 

 

12  留意事項 

(1) 本業務には本市委託契約約款を適用する。 

(2) 業務履行にあたっては、あらかじめ本市と十分に協議を行い、実効的なスケジュールを作成

したうえで、作業を開始すること。 

(3) 業務の進捗は都度本市に行うものとし、必要に応じて市が指定する場所で協議を行う。 

(4) 本業務において知り得た情報は守秘すべきものとし、本市の許可を得ずに他事業者へ提供そ

の他目的外の利用を禁ずる。 

 

13 その他 

    本仕様に定めの無い事項については、委託者と受託者の協議により決定する。 



施設所在区 保育所名 郵便番号 住所 電話番号

1 保⼟ケ⾕区 神⼾ 240-0005 神⼾町104-20 333-6246

2 保⼟ケ⾕区 岩井 240-0023 岩井町238 713-1790

3 保⼟ケ⾕区 天王町 240-0005 天王町2-42-29 331-1811

4 旭区 左近⼭ 241-0831 左近⼭1997 351-1907

5 旭区 ひかりが丘 241-0001 上⽩根町795 953-2081

6 旭区 今宿 241-0034 今宿南町2000-4 953-2306

7 旭区 柏 241-0835 柏町59-1 361-8887

8 南区 しろばら 232-0033 中村町4-270 251-4385

9 南区 永⽥ 232-0075 永⽥みなみ台5-1 714-1371

10 港南区 野庭第⼆ 234-0056 野庭町601 842-9543

11 港南区 ⼤久保 233-0007 ⼤久保2-28-27 842-0239

12 港南区 港南台第⼆ 234-0054 港南台7-25-28 832-3101

13 磯⼦区 東滝頭 235-0012 滝頭2-31-32 753-2201

14 磯⼦区 洋光台第⼆ 235-0045 洋光台4-12-14 831-3928

15 ⾦沢区 ⾦沢さくら 236-0021 泥⻲1-21-1 781-9318

16 ⾦沢区 南六浦 236-0031 六浦5-20-1 701-1330

17 ⾦沢区 並⽊ 236-0005 並⽊1-4-4 774-0345

18 ⼾塚区 川上 244-0805 川上町4ｰ9 822-8987

19 ⼾塚区 汲沢 245-0061 汲沢1-22-33 861-4188

20 ⼾塚区 原宿 245-0063 原宿4-22-2 852-1141

21 栄区 飯島 244-0842 飯島町527 871-3661

22 栄区 桂台 247-0034 桂台中4-15 894-1335

23 泉区 北上飯⽥ 245-0018 上飯⽥町3050-3 803-7889

24 泉区 和泉 245-0016 和泉町5731-6 803-1105

25 瀬⾕区 瀬⾕第⼆ 246-0031 瀬⾕3-18-2 302-8122

26 瀬⾕区 中屋敷 246-0004 中屋敷2-29-2 301-5808

27 瀬⾕区 ⼆ツ橋 246-0021 ⼆ツ橋町527-2 366-5997

「横浜市⽴保育所⼀覧（南部）」（別表１）



調査年月日

報告者

用途地域

防火地域

高度地区

日影規制

XX

XX

XX

①

②

③

④

⑤

1

3

4

5

6

8

上水道 前面道路DIP１００より引込　別紙△

調査地は防災マップより、洪水時0～〇m（別紙△）、内水時0～〇m（別紙△）、高潮時0～〇m（別紙
△）の浸水深さが想定されている為、建替え時には注意が必要。

前面道路300φへ接続　別紙△

北西敷地境界付近〇　隣接建物が敷地境界に近接している

調査地と周辺隣地との間に大きな高低差は無い。

〇側隣接建物が敷地境界線に近接している。建替え時には注意が必要。

〇側隣接建物が敷地境界線に近接及び越境（庇、水切り）している可能性有。道路側境界杭が無いの
で、敷地境界位置を明確にする必要有。建替え時には注意が必要。

下水道

北側

〇側建物
一体擁壁

ブロック積。検査済記録無し

RC擁壁。検査済記録無し

〇〇〇〇

〇〇〇〇

留意事項

既存建物が道路側に沿って隙間なく建っていおり、園庭も大きくは無い為、既存建物を残しながらの
建替えは困難と思われる。別敷地にて仮設保育園を建て、既存園の解体、新園新築となると思われ
る。

既存園近接のボーリングデータ（別紙△）より調査地付近の地盤支持層は深さ〇m付近と思われる。既
存園構造図（別紙△）から既存園はPC杭基礎となっている為、建替えの際は、既存杭を引く抜く等の
対処が必要。

準防火地域　別紙△

第5種高度地区　別紙△

建
て
替
え
時
の
課
題

敷地南東角敷地境界杭無し

南東敷地境界付近〇　隣地庇、水切りが越境している。要確認

調査地に係る関係法令・規制は上記の通り。

調査地は幅員〇ｍの建築基準法（以下法）第〇条第〇項第〇号道路のみに接続している。横浜市建築
基準条例第〇条の〇より、左記法第〇条第〇項第〇号道路は他の道路種別を介さずに、法第〇条第〇
項第〇号道路に至る為、〇㎡を超える建築が可能。

7

2

RC建物一体擁壁。建物の検査済（台帳記載証明）有り
※建物解体時は隣接地崖への考慮が必要。

擁壁状況
別紙△

建替え、増築工事の際、横浜市建築基準条例第３条の崖への該当、既存擁壁の安全性、
隣地擁壁への影響等要確認。

東側

西側

南側

景観計画 景観計画（全市域）別紙△

駐車場条例の附置義
務区域 周辺地区　別紙△

基準緑化率 〇%　別紙△

株式会社〇〇〇〇
　　　　〇〇　〇〇

1.5ｘ

10m+0.6x　※建築物の高さの限度20m

緑化協議

〇〇 測定者 〇〇株式会社

許容建築面積
許容容積対象
延床面積〇〇〇.〇〇㎡ 〇〇〇.〇〇㎡

地目

〇時間　〇時間/測定面〇m  ※高さが〇mを超える建築物　別紙△

宅地造成規制区域

宅地　別紙△

〇〇〇.〇〇㎡

横浜市〇〇

道路

敷地面積 測定日

北東側 幅員 〇m 建築基準法第〇条〇道路　別紙△

道路斜線制限

（資料１）

敷地の地名地番

敷地及び敷地境界
周辺の現況写真
別紙△

〇年〇月〇日

物　件　名 〇〇保育園

敷
地
概
要
及
び
関
係
法
令
・
規
制
条
件

都市計画区域区域の
内外の別等

準工業地域 別紙△ 指定建蔽率 指定容積率〇% 〇%

〇〇保育園における建物調査報告書　【参考例】

都市計画区域内

宅地造成工事規制区域　別紙△
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